
 

公立大学法人山梨県立大学 

令和５年度第２回経営審議会 議事録 

 

日 時    令和５年１１月２１日（金） 午後１時３０分～午後３時１０分 

 

場 所    飯田キャンパス 大会議室 

 

出席者  早川正幸理事長 藤原鉄也副理事長 奥秋浩幸理事 渡邊裕子理事  

     芦澤薫委員 舩木上次委員 八巻佐知子委員 山本眞一委員 

列席者  相原正志理事 久保嶋正子監事 

 

配布資料 

･ 令和５年度第２回経営審議会 議事次第 

･ 名簿 

･ 令和５年度第１回経営審議会 議事録 

･ 資料１：令和５年度第２回・第３回・第４回補正予算について 

･ 資料２：公立大学法人山梨県立大学教職員給与規定等の一部改正について 

･ 資料３：理事長報告について 

･ 資料４：大学院人間福祉学研究科について 

･ 資料５：ＳＰＡＲＣ事業①「創発デザインコース」及び「ヒューマンサービスイノベーションコー 

ス」の新設について 

･ 資料６：ＳＰＡＲＣ事業②高校生探究活動相談会等について 

･ 資料７：看護実践開発研究センター「認定看護師教育課程」について 

･ 資料８：助産学専攻科について 

･ 資料９：令和４年度業務実績に関する評価結果について  

･ 資料 10：令和６年度予算編成方針について  

･ 資料 11：公立大学法人山梨県立大学有期雇用教職員就業規則の一部改正について  

･ 資料 12：令和５年度経営審議会日程について 

 

議 事 

  

（１）令和５年度第１回経営審議会議事録の確認について 

   令和５年度第１回経営審議会議事録を確認した。 

 

（２）審議事項 

 

１）令和５年度第２回・第３回・第４回補正予算について               資料１ 

    藤原副理事長から、資料１により、令和５年度第２回・第３回・第４回補正予算について説

明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

  ２）公立大学法人山梨県立大学教職員給与規定等の一部改正について         資料２ 

    藤原副理事長から、資料２により、公立大学法人山梨県立大学教職員給与規定等の一部改正

について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

（３）報告事項 

 

１）理事長報告について                             資料３   

早川理事長から、資料３により、９月学位授与式の実施などについて報告を行った。                                   

 

２）大学院人間福祉学研究科について                       資料４   

奥秋理事から、資料４により、大学院人間福祉学研究科について報告を行った。 



 

 

３）ＳＰＡＲＣ事業①「創発デザインコース」及び「ヒューマンサービスイノベーションコー 

ス」の新設について                              資料５ 

  相原理事から、資料５により、ＳＰＡＲＣ事業①「創発デザインコース」及び「ヒューマン

サービスイノベーションコース」の新設について報告を行った。   

 

４）ＳＰＡＲＣ事業②高校生探究活動相談会等について               資料６   

相原理事から、資料６により、ＳＰＡＲＣ事業②高校生探究活動相談会等について報告を行

った。 

 

５）看護実践開発研究センター「認定看護師教育課程」について           資料７   

相原理事から、資料７により、看護実践開発研究センター「認定看護師教育課程」について

報告を行った。 

 

６）助産学専攻科について                            資料８   

渡邊理事から、資料８により、助産学専攻科について報告を行った。 

 

７）令和４年度業務実績に関する評価結果について                 資料９ 

  奥秋理事から、資料９により、令和４年度業務実績に関する評価結果について報告を行った。 

 

８）令和６年度予算編成方針について                       資料 10 

  藤原副理事長から、資料 10により、令和６年度予算編成方針について報告を行った。 

 

９）公立大学法人山梨県立大学有期雇用教職員就業規則の一部改正について      資料 11 

  藤原副理事長から、資料 11により、公立大学法人山梨県立大学有期雇用教職員就業規則の一

部改正について報告を行った。 

 

（４）その他 

 

  １）令和５年度経営審議会日程について                      資料 12     

事務局から、資料 12により、令和５年度経営審議会日程と事前の資料送付方法の変更につい

て説明があった。 


